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さいたま市立尾間木小学校保護者と教師の会会則 

（名称と事務所） 

第 １条  本会は、さいたま市立尾間木小学校保護者と教師の会と称し、事務所を同校

内に置く。 

（組織） 

第 ２条  本会は任意加入の団体であり、尾間木小学校児童の保護者と教職員をもって

組織する。 

      １）会員はすべて平等の権利と義務を有する 

      ２）会員は定められた会費を納めなければならない 

      ３）会員の役員・委員になれる権利および各会議の議決に参加できる権利は

１家庭につき１名とする 

（目的） 

第 ３条  本会は、保護者と教師が協力して家庭・学校・社会における児童の健全な成 

      長をはかるとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。 

（方針） 

第 ４条  本会は、教育を本旨とする団体として、次の基本方針のもとに活動する。 

      １）自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配・統制・干渉を受け

ない 

      ２）児童の教育・会員福祉のため同一目的の他の団体と協力する 

      ３）特定の政党・宗教・営利企業を支援したり、公私の選挙の候補者を推薦

しない 

（活動） 

第 ５条  本会は、前条の目的・方針を達成するために次の活動をする。 

      １）学校の諸行事に対する協力 

      ２）学校環境の整備と教育問題の調査研究 

      ３）家庭教育の振興と児童の校外活動の指導育成 

      ４）児童・会員の慶弔と表彰 

      ５）会員の研修と親睦を深めるための諸会合の開催 

      ６）同一目的をもった他の団体との連絡・協力 

      ７）その他、この会の目的を達成するための必要な活動 

（役員・委員と任務） 

第 ６条  本会につぎの役員・委員をおく。 

      会長  １名   副会長 ３名 （うち１名は職員） 

      事務局 ３名 （うち １名は職員）会計 ２名 書記 ２名 

      会計監査 ２名 委員 若干名 
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第 ７条  役員は全会員中より選出し、総会の承認をもって決定する。その選出方法に 

ついては別途細則に定める。 

役員に欠員が生じたときは、他役員及び役員選考委員が全会員中より選出し、 

委員総会の承認をもって決定する。 

ただし、会長に事故あるときは副会長がその任務を代行する。 

役員の兼任は認めない。 

第 ８条  役員・委員の任期は選出されたときから次年度の総会までとする。ただし、 

      再任を妨げない。補充役員・委員の任期は前任者の残任期間とする。 

第 ９条  役員・委員の任務は次のとおりとする。 

      １）会長は、本会を代表し会務を総括する 

      ２）副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる 

      ３）事務局は会長の指示により、本会の庶務を行う 

      ４）会計は総会で決定された予算にもとづき、一切の会計事務を処理し決算 

        書を作成する 

      ５）書記は会長の指示により、会議の記録、書類の作成・整理保管などにあ 

        たる 

      ６）会計監査は本会の経理を監査しその結果を総会において報告する  

会計監査は必要に応じて随時経理を監査することができる 

      ７）委員は各委員会に属し本会の業務の執行にあたる 

      ８）教職員は委員とする 

（会議） 

第１０条  本会の会議は次のとおりとする。 

      １）総会      ２）委員総会     ３）運営委員会 

      ４）学年総合委員会 ５）専門委員会    ６）役員選考委員会 

      ７）特別委員会 

第１１条  会議は会長が招集する。 

第１２条  学校長は、すべての会議に出席して、意見を述べることができる。 

第１３条  総会は、全会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。定期総会は 

      毎年１回、年度のはじめに開催する。臨時総会は必要に応じて開く。 

第１４条  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、運営委員会の３分の２以上が必要と

認めた場合、または会員の５分の１以上の要求があった場合に開催される。 

第１５条  総会の定足数は、会員の３分の１（委任状を含む）とする。 

      議決は出席者の２分の１以上をもって決議する。 

第１６条  総会は次の事項を決議する。 

      １）活動報告および決算報告とその承認 

      ２）活動計画および予算審議とその承認 
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      ３）役員に関する事項 

      ４）会則の改廃 

      ５）その他の必要事項の審議決定 

第１７条  委員総会は役員および委員をもって構成し、総会に次ぐ議決機関である。た 

      だし、その決定は次期総会において報告する。原則各学期ごとに開催する。 

第１８条  臨時委員総会は、会長が必要と認めたとき、運営委員会の構成員の３分の１ 

      以上の要求または委員の４分の１以上の要求があった場合に開催される。 

第１９条  委員総会の定足数は２分の１（委任状を含む）とする。 

      決議は出席者の２分の１以上をもって決議する。 

第２０条  委員総会は次の事項を審議する。 

      １）総会に提出する議案の調整 

      ２）細則および規定の制定および改廃に関する事項 

      ３）各委員会の企画・運営・活動に関する事項 

      ４）役員補選に関する事項 

      ５）その他の必要事項 

第２１条  運営委員会は役員および専門委員会の正副委員長と職員若干名をもって構成

し、各学期１回以上開催する。 

第２２条  臨時運営委員会は、会長が必要と認めたとき、運営委員会の構成員の３分の 

      １以上の要求があった場合に開催される。 

第２３条  運営委員会は次の事項を審議する。 

      １）各委員会によって立案された活動計画の調整・円滑な活動の推進 

      ２）委員総会に提出する議案の調整 

      ３）委員補選に関する事項 

      ４）その他の必要事項 

第２４条  学年総合委員会は次のとおりとする。 

      １）学級選出委員と担当職員によって構成する 

      ２）活動を円滑にするため、各学級の連絡・調整を行う 

第２５条  専門委員会は次のとおりとする。 

      本会の活動に必要な事項について、調査・研究・立案・運営をするために次

の専門委員会をおく。 

      １）教育環境委員会        ２）広報委員会    

      ３）学習文化委員会        ４）ベルマーク委員会 

第２７条  各専門委員会の活動は別途細則による。 

第２８条  特別委員会は次のとおりとする。 

      １）とちのこ委員会は、前年度末の委員総会においてその開催の是非を決定         

        し、次年度その活動を行う 
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      ２）特別な事項について臨時にもうけることができ、その任務を終えるとと

もに解散する 

（会計） 

第２９条  本会の経費は、会費・教育振興費及びその他の収入による。 

第３０条  会費は会員１世帯当たり月額１４０円とし、総会で決定する。 

第３１条  教育振興費は児童一人当たり月額１００円とし、総会で決定する。 

第３２条  本会の会計はすべて総会で認められた予算に基づいて行う。 

第３３条  本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し承認を得なければならない。 

第３４条  本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

（付則） 

第３５条  本会則は総会出席者の３分の２以上の決議がなければ改廃することが出来な

い。 

第３６条  本会運営に関し必要な細則は委員総会の決議を経て定めることができる。 

      委員総会において細則を制定もしくは改廃した場合は、その結果を次期総会

に報告しなければならない。 

第３７条  本会則は昭和４８年３月１７日に決定し昭和４８年３月１７日より施行する。 

      本会則は、５０、５５、５９、６０ 平成３、６、９、１２、１９、２２、

２５、３０年度においてその一部を改正する。 
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さいたま市立尾間木小学校保護者と教師の会細則 

（役員・委員・会計監査の選出） 

第 １条  会長・副会長・会計・書記・事務局の選出は次のように行う。 

      １）学年代表６名（各学年１名）と担当職員により役員選考委員会を構成 

        し、任期は１カ年とする 

      ２）役員選考委員会は、委員長１名 副委員長１名を互選する 

      ３）役員選考委員の補充は欠員が生じた学年より選出するものとする 

第 ２条  役員選考委員会は、委員長が招集し役員選出に関する一切を行う。 

第 ３条  役員に立候補および推薦しようとする者は役員選考委員会の示す期日までに

所定の紙面をもって役員選考委員会に届け出る。 

第 ４条  役員の選挙は次のとおりとする。 

      １）立候補者および被推薦者は会員とする 

      ２）役員選考委員が立候補した場合、もしくは候補者になり役員受諾の意思 

        があれば、これを辞任する。役員選考委員会は必要に応じて交代員を補

充する 

３）役員選考委員長は役員選考委員を招集し、候補者の選考および本人の承

諾を得るべく調整する 

      ４）この条項に定めていない必要事項については、役員選考委員会において

決定する 

第 ５条  役員選考委員長は役員の候補者を総会に報告し承認を受けるものとする。 

第 ６条  委員の選出は次のとおりとする。 

      １）学級ごとに３名（６年は２名）の委員を選出する 

      ２）選出された３名（６年は２名）のうち１名は学年総合委員会に所属する 

      ３）選出された３名（６年は２名）うち２名（６年は１名）は各専門委員に 

        所属し、その配分は、学年ごとに平等になるように配慮する 

      ４）欠員が生じた場合は、当該学級で補充するものとする 

      ５）年度ごとに選出を必要とする特別委員会の委員は、各学級より別途選出    

        し、各専門委員会の活動に準ずるものとする 

第 ７条  会計監査の選出は次のとおりとする。 

      １）運営委員会にはかり、次年度当初の委員総会で選出し総会の承認を得る 

        ものとする 

      ２）会計監査の任期は役員に準ずる 

      ３）会計監査は、役員または委員を兼任することは出来ない 

 

（専門委員会）  
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第 ８条  各専門委員会は次のとおりとする。 

      １）教育環境委員会 

      ２）広報委員会 

      ３）学習文化委員会 

      ４）ベルマーク委員会 

第 ９条  教育環境委員会は次のとおりとする。 

      １）長期休業中を中心に地区の子供会の育成 

      ２）夏季巡回活動 

      ３）児童の交通安全に関すること 

      ４）その他の必要事項 

第１０条  広報委員会は次のとおりとする。 

      １）ＰＴＡ広報誌『おまぎ』の発行 

      ２）その他の必要事項 

第１１条  学習文化委員会は次のとおりとする。 

      １）ＰＴＡ主催の講習会の実施 

      ２）家庭教育学級への参加・協力 

      ３）その他の必要事項 

第１２条  ベルマーク委員会は次のとおりとする。 

      １）ベルマークの収集・集計・発送 

      ２）その他の必要事項 

第１３条  特別委員会は次のとおりとする。 

      １）とちのこ委員会は、とちのこフェスティバルの企画・運営等 

      ２）その他の必要事項 

（慶弔規定） 

第１４条  保護者会員の表彰と児童・保護者会員の慶弔は次のとおりとする。 

      １）通算３カ年以上ＰＴＡ役員または委員を務めたとき、感謝状および記念

品を贈り表彰する 

      ２）ＰＴＡおよび本校のために特に功績の著しい人に感謝状を贈り表彰する 

      ３）死亡の時 

       ＊児童      １００００円     ＊保護者   １００００円 

      ４）児童が病気・負傷により３０日以上欠席した時 

       ＊見舞金     ３０００円 

第１５条  教職員会員の表彰と慶弔は次のとおりとする。 

      １）教職員転退職の時 

       ＊花束または記念品を贈る 

      ２）教職員の結婚・子女出産の時 
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       ＊祝金   ５０００円 

      ３）死亡の時 

       ＊本人  １００００円     ＊配偶者  ５０００円 

       ＊一親等  ３０００円 

      ４）教職員が病気・負傷により３０日以上欠勤した時 

       ＊見舞金  ３０００円 

第１６条  その他会長が必要と認めた時には運営委員会にはかり慶弔の意を表すことが

出来る。ただし次期委員総会において報告する。 

第１７条  この慶弔に対しては、一切の返礼を受けないものとする。 

（付則） 

第１８条  この細則は委員総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正す

ることが出来ない。 

第１９条  この細則は、平成２２年５月１２日より実施する。 

      この細則は、平成２５、２９年度においてその一部を改正する。 

 

 

 

 


